
 

 

 

 

令和 3 年 11 月 20 日（土）、第 4 回理事会は、「新型コロナウィルス感染症にお

ける長崎県看護協会の対応指針」に基づき、理事 19 名、監事 3 名の出席の元、対面

会議で開催することができました。協議事項は次の５点です。 

１．令和 4 年度重点事業（案）について ２．委員について 

３．職員の冬季賞与支給（案）について ４．日本看護協会名誉会員候補者及び日本

看護協会長表彰候補者の推薦（案）について ５．在宅支援事業部人事についてでした。 

重点事業（案）では、理事からは重点事業の具体化について、多くの質問や意見が出

されました。いただいた意見は次の理事会で提案予定の事業内容に反映させる予定です。

協議の結果、今回提案した協議事項はすべて承認されました。また、理事から入会者を

増やす取り組みについての質問があり、意見交換を行いました。 
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